
証券コード 9414

平成26年11月５日

株 主 各 位
東京都千代田区神田駿河台二丁目５番地

代表取締役社長 目時 剛

　

第16回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

　さて、当社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年11月20日（木曜日）午後７時まで

に到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

１．日 時 平成26年11月21日（金曜日）午前10時

２．場 所 東京都千代田区一ツ橋１―２―２ 住友商事竹橋ビル11階

TKPガーデンシティ竹橋 ホール11A

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
３．会議の目的事項

報告事項 第16期（平成25年９月１日から平成26年８月31日まで）事業報

告の内容報告及び計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役７名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上

……………………………………………………………………………………………………
※株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に変更が生じた場合は、インターネット

上の当社ウェブサイト（http://corp.bs11.jp/ir/）に掲載させていただきます。

※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ

さいますようお願い申し上げます。
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（添付書類）
事 業 報 告

（平成25年９月１日から平成26年８月31日まで）

Ⅰ 会社の現況に関する事項

１.事業の経過及び成果

　全体的概況

　当事業年度におけるわが国経済は、政府の金融政策・経済政策を背景に企業収

益が改善傾向にあり、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動が一時的にあ

ったものの、基調的には緩やかな回復を続けております。

当社を取り巻くＢＳデジタル放送業界は、デジタル放送受信機の普及に伴い、

視聴可能世帯数の割合は全世帯の69.3％（「ＢＳ世帯普及率調査」㈱ビデオリサー

チ調べ）で推移しており、またＢＳデジタル放送事業を含む衛星放送メディア分

野の広告費は前年比で9.6％の伸長、中でもＢＳ放送の広告費は、前年比で13.8％

増と好調に推移しております（「2013日本の広告費」㈱電通調べ）。

　このような状況下、当社は皆様の「心に響くＢＳ１１」をコンセプトとして、

ターゲットを絞ったクオリティの高い番組作りに引き続き邁進いたしました。平

成25年10月の番組改編では、レギュラー番組の２時間スペシャル番組をお送りし、

また古都にまつわる国宝の神秘に迫る『京都・国宝浪漫』の放送を開始いたしま

した。さらには、スポーツ番組への取り組みとして、将来活躍を期待される多く

の選手を輩出する『ＪＯＣジュニアオリンピックカップ』を放送、平成32年

（2020年）に招致・開催が決定した東京オリンピック・パラリンピックを目指すジ

ュニア世代の活躍をお届けしました。平成26年１月には、視聴者の皆様からのご

期待に応え『ＡＮＩＭＥ＋』を大幅に増枠いたしました。

　平成26年４月の番組改編では、当社が開局以来放送を続けている報道番組『Ｉ

ＮｓｉｄｅＯＵＴ』を『報道ライブ21 ＩＮｓｉｄｅＯＵＴ』としてリニューア

ル、メインＭＣとして露木茂氏を起用、大ベテランの持つ安定感と信頼感がご好

評を得ております。新番組としては、女優の本上まなみ氏が旅をしながら一眼レ

フカメラの上手な使い方をご紹介する『すてきな写真旅～一眼レフと旅に出よう

～』、全国の名門ゴルフコースを知り尽くした倉本昌弘プロが中井学プロと共に、

コース設計から緻密に分析された攻略法をご紹介しながら、周辺観光スポットの

魅力も織り交ぜてお届けする『憧憬 大人のゴルフ旅』を放送いたしました。
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平成26年８月には『すばらしき和食の世界～箸から溢れる日本人の心～』と題

して、昨年、世界無形文化遺産に登録された「和食」の文化・歴史と魅力をお伝

えする２時間の特別番組を放送いたしました。その他、人気のドラマ枠において

も、引き続きＢＳ初登場の作品を多数編成・放送したことにより、売上増加に寄

与いたしました。

　費用面につきましては、引き続き番組制作費と番組購入費等の効率的なコント

ロールに努めながら、認知度向上のための施策として、戦略的な全国紙・地方紙

への広告出稿、首都圏主要駅におけるデジタルサイネージ（電子看板）や新宿ア

ルタビジョンでの番組宣伝を実施いたしました。

　また、平成26年３月に、東京ビッグサイトで開催された「Ａｎｉｍｅ Ｊａｐａ

ｎ 2014」においてアニメ作品を中心としたブースを出展、さらに同月に同じく東

京ビッグサイトで開催された「第41回 東京モーターサイクルショー」において、

当社番組『大人のバイク時間 ＭＯＴＯＲＩＳＥ』のイベントを開催したことによ

り、当社及び当社番組の認知度向上に大きく寄与いたしました。

　以上の結果、当事業年度の売上高は 7,869,683千円（前年同期比 12.2％増加）

となりました。営業利益は 1,692,206千円（前年同期比 24.2％増加）、経常利益

は 1,675,424千円（前年同期比 23.9％増加）、当期純利益は 1,240,538千円（前

年同期比 6.2％減少）となりました。

　部門別概況

　部門別の売上については次のとおりであります。

区分 金 額 構 成 比

放送事業収入
千円

7,779,364
％

98.9

その他収入 90,319 1.1

合計 7,869,683 100.0
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２.資金調達及び設備投資の状況

　当社は、平成26年３月12日に、東京証券取引所市場第二部に株式を上場し、公募

増資及びオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資により、

2,866,832千円の資金を調達いたしました。

　当事業年度中に実施いたしました設備投資の総額は、2,603,353千円であります。

その主な内容は、本社機能拡充のための建物及び土地の取得 2,378,315千円等であ

り、自己資金及び短期借入金を充当いたしました。

３.重要な組織再編等の状況

　該当事項はありません。

４.直前３事業年度の財産及び損益の状況の推移

期 別

区 分

第13期

（平成23年８月期）

第14期

（平成24年８月期）

第15期

（平成25年８月期）

第16期
（当期）

（平成26年８月期）

売 上 高 (千円) 4,830,525 6,249,754 7,015,583 7,869,683

営 業 利 益 (千円) 574,639 927,811 1,362,099 1,692,206

経 常 利 益 (千円) 505,210 884,247 1,352,411 1,675,424

当 期 純 利 益 (千円) 792,432 1,030,546 1,322,712 1,240,538

１株当たり当期純利益 ( 円 ) 271.03 286.32 367.50 77.67

総 資 産 (千円) 6,283,231 7,493,538 8,880,880 13,208,365

純 資 産 (千円) 5,632,609 6,663,155 7,985,868 12,093,142

１ 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) 1,564.94 1,851.26 2,218.75 679.29

(注) 1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
2. 当社は、平成25年12月16日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

また、平成26年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
当事業年度の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株
当たり純資産を算定しております。

５.重要な親会社及び子会社の状況

　親会社の状況

　当社の親会社は、株式会社ビックカメラで、同社は当社の株式を11,140,136株

（持株比率62.58％）保有しております。

　当社は株式会社ビックカメラとの間に、主に番組のスポンサー契約を締結し、

収入を得ております。
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６.対処すべき課題

　経営戦略実行のため、当社の対処すべき課題は、以下の２点です。

　① 局認知度の向上

　当社は、地上系民放ＢＳ５局に続いて、平成19年12月にＢＳデジタルハイビ

ジョン放送を開始いたしました。しかしながら、地上系民放ＢＳ５局に比較し

て、当社放送チャンネルの認知度は決して高いものではなく、その向上が喫緊

の課題であります。課題達成に向け、チャンネル名ロゴの刷新・新キャラクタ

ーの採用を実施し、全国紙・地方紙への大型広告の出稿を戦略的に行うととも

に、公共交通機関で実施している映像等による広告出稿を積極的に行い、これ

ら一連の施策により、一定の効果を上げることができたものと考えております

が、今後も戦略的且つ効果的な広告宣伝に関わる施策を推進してまいります。

　② 収益基盤の多角化

　当社の収益基盤は、一部の番組に、より比重が高いものとなっており、これ

らの収益番組をより盤石なものとする一方、新たな収益の柱となる強力なコン

テンツの制作・獲得が喫緊の課題であると認識しております。

　人気アニメーションへの製作出資、また機会を捉え、映画作品への出資等に

ついても積極的に行ってまいります。これら以外にも、優良な海外・国内ドラ

マなどのコンテンツ獲得又は当社が有する優良なコンテンツの海外への番組販

売などに積極的に取り組むことにより、新たな収益源の獲得に努めてまいる所

存であります。

　
７.主要な事業内容

区 分 内 容

放送事業収入 タイム収入、スポット収入

その他収入 番組制作料、番組販売料他

　
８.主要な営業所

本社 東京都千代田区神田駿河台二丁目５番地

　
９.使用人の状況

区分
使用人数（名）

平均年齢(歳)
当期末 前期比増減

男性 54 7 42.9

女性 19 0 39.5

合計又は平均 73 7 42.0
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(注) 1. 使用人数は、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2. 使用人数には、派遣社員14人は含まれておりません。
3. 平均年齢は、小数点以下第２位を切り捨てて表示しております。

　

10.主要な借入先の状況

　該当事項はありません。

11.その他会社の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

Ⅱ 会社の株式に関する事項

(1)発行可能株式総数 56,000,000株

(2)発行済株式の総数 17,802,738株（自己株式94株を除く）

(3)資本金 4,183,198千円

(4)株主数 2,158名

(5)大株主の状況

株 主 名
当社への出資状況

持株数（株） 持株比率（％）

株式会社ビックカメラ 11,140,136 62.58

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信
託口）

1,967,700 11.05

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託
口）

822,300 4.62

ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＣＬＩＥ
ＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＭＰＣＳ ＪＡＰＡＮ

539,200 3.03

野村信託銀行株式会社（投信口） 347,800 1.95

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信
託口）

195,000 1.10

ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩ
ＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ （ＣＡＳ
ＨＰＢ）

135,600 0.76

株式会社毎日映画社 111,340 0.63

株式会社毎日新聞社 98,320 0.55

株式会社ＮＴＴドコモ 80,000 0.45

株式会社リコー 80,000 0.45

富士フイルム株式会社 80,000 0.45

(6)その他株式に関する重要な事項

　当社は、平成25年12月16日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っ

ております。また、平成26年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分

割を行っております
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Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

Ⅳ 会社役員に関する事項（平成26年８月31日現在）

１.取締役及び監査役に関する事項

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 目 時 剛

取 締 役 副 社 長 齋 藤 知 久

取 締 役 二 木 啓 孝 報道局長

取 締 役 内 田 克 幸 経営企画局長

取 締 役 下 野 芳 裕 管理局長

取 締 役 嶋 田 史 雄 株式会社ビックカメラ顧問

取 締 役 新 井 良 亮 株式会社ルミネ代表取締役社長

常 勤 監 査 役 伊 藤 秀 行

監 査 役 竹 内 宏 二

監 査 役 川 村 仁 志 株式会社ビックカメラ取締役副社長

(注) 1. 取締役嶋田史雄氏及び新井良亮氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

2. 取締役新井良亮氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独

立役員であります。

3. 監査役伊藤秀行氏及び川村仁志氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

4. 監査役伊藤秀行氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有しております。

5. 当社は執行役員制度を導入しております。平成26年８月31日現在における執行役員は次の6名

であります。

役職名 氏 名

執行役員事業局長 秋 田 愛一郎

執行役員営業局長 田 﨑 勝 也

執行役員編成局長 川 上 郁 夫

執行役員制作局長兼制作部長 磯ヶ谷 好 章

執行役員業務渉外室長 立 石 直

執行役員メディア戦略局長 平 山 直 樹
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２.取締役及び監査役の報酬等の額

区分 支給人数 報酬等の額

取 締 役

(うち社外取締役）

6名

（1名）

112,051千円

（2,700千円）
監 査 役

（うち社外監査役）

2名

（1名）

20,700千円

（16,500千円）
合 計 8名 132,751千円

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成19年11月27日開催の第9回定時株主総会において、年額200百万
円以内と決議いただいております。

2. 監査役の報酬限度額は、平成19年11月27日開催の第9回定時株主総会において、年額50百万円
以内と決議いただいております。

3. 上記のほか社外役員が当社親会社又は当社親会社の子会社から受けた役員としての報酬額は
20百万円です。

4. 期末現在の人員数は取締役7名、監査役3名であります。なお、上記の支給人員との相違は、
無報酬の取締役1名、監査役1名がそれぞれ存在していることによるものであります。

３.社外役員に関する事項

　①他の法人等の社外役員等の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役嶋田史雄氏は、当社の親会社である株式会社ビックカメラの顧問を兼務

しており、当社は同社との間で、当社番組のスポンサー契約を締結しておりま

す。

・取締役新井良亮氏は、株式会社ルミネの代表取締役社長を兼務しております。

なお、当社と同社との間には重要な取引その他の関係はありません。

・監査役川村仁志氏は、当社の親会社である株式会社ビックカメラの取締役副社

長を兼務しており、当社は同社との間で、当社番組のスポンサー契約を締結し

ております。

　②当事業年度における主な活動状況

各社外役員は、定期的に開催される取締役会に出席し、公正な意見の表明を

行いました。また、各社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、

監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を

行いました。

・取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（19回開催） 監査役会（15回開催）

出席回数 出席率 出席回数 出席率

取締役 嶋 田 史 雄 18回 95％ - 回 - ％

取締役 新 井 良 亮 14回 93％ - 回 - ％

監査役 伊 藤 秀 行 19回 100％ 15回 100％

監査役 川 村 仁 志 19回 100％ 15回 100％

（注）取締役新井良亮氏は、平成25年11月27日開催の第15回定時株主総会後に就任しており、当該総会
後、取締役会は15回開催されております。
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Ⅴ 会計監査人の状況

１.名称

有限責任監査法人トーマツ

　
２.当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

報酬等の額

当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 15,300千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 19,300千円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　
３.非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外である、株

式公開支援業務及びコンフォートレター作成業務を委託し、その対価を支払って

おります。

　
４.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判

断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、又は、監査役会の請求に基づいて、

会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いた

します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総

会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

　
Ⅵ 会社の体制及び方針

　当社は、業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するための体制（以下「内部

統制システム」と総称する。）の整備として、次のとおり基本方針を制定しており

ます。取締役会は、内部統制システムの整備・運用について不断の見直しを行い、

効率的で適法、適正な業務の執行体制を確立しております。

　
１.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業倫理を重んじか

つ社会的責任を果たすため、「企業行動憲章」を取締役及び使用人に周知徹底さ

せる。
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(2)取締役社長がコンプライアンス委員長及び委員を指名し、社内に委員会事務局

を設置する。公益通報の窓口を当社が委託する法律事務所に設置する。コンプ

ライアンス委員会事務局は、取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに関

する研修、マニュアルの作成・配布等を行うことにより、取締役及び使用人の

コンプライアンスに関する知識を高め、これを尊重する意識を醸成する。

(3)「取締役会規程」に基づき、会議体において各取締役の職務の執行状況について

の報告がなされる体制を整備する。

(4)組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌等を定めた「組織規程」、「職務分掌規

程」及び決裁制度の運用に関する基本的事項を定めた「職務権限規程」に基づ

き、これらの規定に従い職務の執行がなされる体制を整備し、経営環境の変化

に対応する。

(5)コンプライアンス相談窓口、個人情報お問合せ窓口を設置し、広く社内外から

の情報の入手及びその活用を図る体制を整備する。コンプライアンス相談窓口

の運用は、「公益通報者保護規程」に従い、取締役及び使用人が社内での法令違

反行為等についての相談又は通報を行いやすい体制を構築するとともに、相談

者・通報者に対して不利益な取扱いは行わないこととする。

(6)内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備し、高い専門性

及び倫理観を有する内部監査室による監査を実施する。

　

２.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、「取締役

会規程」、「文書管理規程」に定めるところによる。

　

３.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

取締役社長がリスク管理担当役員を指名し、リスク管理の統括部門は経営企画部と

する。リスク管理担当役員並びに経営企画部は、「リスク管理規程」に基づき、当

社のリスクを網羅的に把握・管理する体制（以下「リスク管理体制」という。）の

構築を行い、これを運用する。リスク管理体制は、社会環境の変化に対応する。

　

４.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)「取締役会規程」に基づき、月１回の定時取締役会並びに随時行う臨時取締役会

において重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況についての情報を共有す

る。

(2)経営会議は、原則として月２回開催し、重要な決定事項のうち取締役会決議事

項以外の決定及び取締役会付議事項の検討を行うものとする。

(3)迅速かつ効率的な業務執行を行うため、番組検討会・経営幹部会等の諸会議を

開催し、その検討結果を経て経営会議及び取締役会で決議することとする。
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(4)予算制度に基づき月次業績を適時に把握し、必要に応じ対応策を検討・実施す

る。

５.当社における業務の適正を確保するための体制

(1)「企業行動憲章」その他必要な規程類に基づき、業務の適正を確保するための体

制を整備する。

(2)リスク管理統括部門は、当社のリスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、

運用する。

(3)コンプライアンス委員会事務局は、当社の取締役及び使用人に対し、その役職、

業務内容等に応じて必要な研修を実施する。

(4)経営の効率化とリスク管理を両立させ、適正な財務報告を実現するため必要と

なるITシステムを構築する。ITシステムの構築にあたっては、「システム管理規

程」や適正な体制を整備するとともに、経営環境や組織、業務とITシステムが

相互に与える影響を考慮し、適切にその効果とリスクを評価した上で、最適化、

改善を図る。

６.財務報告の信頼性を確保するための体制

(1)当社は、財務報告の重要事項に虚偽記載が発生するリスクを管理し、低減・予

防するために、財務報告に係る規程、内部統制を整備し、その運用を図るとと

もに、経営環境、組織や業務の変化、変更を評価し、財務報告に係る規程や内

部統制の見直しを適時適切に行う。

(2)取締役会は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督する。

(3)内部監査室は、内部統制監査を実施し、各事業年度において財務報告の信頼性

を確保する体制を評価し、その結果を取締役会に報告する。評価の結果、是正、

改善の必要があるときには、各所管部門は、早急にその対策を講ずる。

７.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)「企業行動憲章」に、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び

団体とは断固として対決し、関係遮断を徹底します。」と定め、反社会的勢力に

対しては毅然とした態度で臨むこととしている。また「企業行動憲章」を取締

役及び使用人に配布、さらに社内研修等を通して周知徹底に努めている。

(2)管理局を反社会的勢力の対応部門とし、事案により所轄警察署や弁護士等の外

部専門機関との連携を図るものとする。さらに、反社会的勢力に関する情報の

収集や、不当要求への適切な対応手法の指導を受けること等により、体制の強

化に努めるものとする。
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(3)新規の取引を検討する会社については、反社会的勢力との関わりを必ず調査し、

問題ない場合にはじめて、取引を開始することとしている。また、「契約管理規

程」に「反社会的勢力との関わりに関する調査・確認」の条項を設け、締結す

る契約書には行為規範条項を設け、反社会的勢力との関わりがないことを保証

させ、抵触した事実が発覚した場合には無催告で解除できるようにしている。

既存の取引相手についても社内規定上反社会的勢力との関わりがないことの確

認を義務化している。

　

８.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)監査役の職務を補助する使用人を選定する。

(2)当該使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の同意を要するものとする。

　

９.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する

体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)取締役及び使用人は、法定事項の他以下の事項を監査役に報告する。

①当社の経営・業績に影響を及ぼす重要な事項

②内部監査室の活動概要

③当社の内部統制に関する活動概要

④コンプライアンス相談窓口の運用・通報の状況

(2)監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役

会その他の重要な会議に出席することとする。

(3)監査役会は、代表取締役、内部監査室、会計監査人その他監査業務を担当する

部門と定期的な会議等を持ち、また、監査役と内部監査室・会計監査人との十

分な連携を図ることにより、監査が実効的に行われることを確保するための体

制を整備する。

(4)監査役会は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ

取締役及び使用人に対し、その説明を求めることができる。

　

Ⅶ 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社はＢＳデジタル放送事業者という高い公共性に鑑み 永続的且つ健全な経営の

維持に努めるとともに、 財務体質の強化と内部留保の充実を考慮しつつ、将来の

事業展開等を総合的に勘案した上で、 長期にわたり安定した利益配当を継続的に

実施することを基本方針としております。

当社は定款に取締役会決議による剰余金の配当等を可能とする規定を設けており

ますが、第16期の期末配当は株主の皆様のご意向を直接伺う機会を確保するために

株主総会の決議事項としております。

配当につきましては、当社普通株式１株につき12.5円といたしたいと存じます。
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貸借対照表
平成26年８月31日現在

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 6,556,730 流 動 負 債

買 掛 金

リ ー ス 債 務

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

前 受 金

預 り 金

固 定 負 債

リ ー ス 債 務

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他

負 債 合 計

1,043,262

249,901

21,036

300,795

277,618

109,000

11,154

54,621

19,135

71,959

27,970

33,479

10,510

1,115,222

現 金 及 び 預 金 4,794,736

売 掛 金 1,368,693

番 組 勘 定 97,144

貯 蔵 品 107

前 払 費 用 36,235

繰 延 税 金 資 産 236,382

短 期 貸 付 金 25,000

そ の 他 31

貸 倒 引 当 金 △1,600

固 定 資 産 6,651,634

有 形 固 定 資 産 6,459,594

建 物 2,163,225

構 築 物 3,224

機 械 及 び 装 置 154,250

工具、器具及び備品 62,033 純 資 産 の 部

土 地 4,034,756 株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

その他利益剰余金

繰越利益 剰 余 金

自 己 株 式

純 資 産 合 計

12,093,142

4,183,198

3,516,989

3,516,989

4,393,050

4,393,050

4,393,050

△96

12,093,142

リ ー ス 資 産 42,102

無 形 固 定 資 産 10,507

商 標 権 1,971

ソ フ ト ウ エ ア 5,904

リ ー ス 資 産 200

そ の 他 2,431

投 資 そ の 他 の 資 産 181,533

投 資 有 価 証 券 104,750

繰 延 税 金 資 産 11,931

差 入 保 証 金 34,058

そ の 他 30,794

資 産 合 計 13,208,365 負 債 純 資 産 合 計 13,208,365

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております)
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損益計算書

〔 自 平成25年９月１日
至 平成26年８月31日 〕

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,869,683

売 上 原 価 3,818,944

売 上 総 利 益 4,050,739

販売費及び一般管理費 2,358,532

営 業 利 益 1,692,206

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,002

受 取 配 当 金 2,075

受 取 賃 貸 料 106,141

そ の 他 1,067 110,287

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7,386

賃 貸 収 入 原 価 35,613

休止固定資産減価償却費 11,016

株 式 交 付 費 21,268

上 場 関 連 費 用 49,947

そ の 他 1,836 127,069

経 常 利 益 1,675,424

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,631 1,631

税 引 前 当 期 純 利 益 1,673,793

法人税、住民税及び事業税 146,565

法 人 税 等 調 整 額 286,689 433,254

当 期 純 利 益 1,240,538

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております)
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株主資本等変動計算書

〔 自 平成25年９月１日
至 平成26年８月31日 〕

(単位：千円)

株 主 資 本

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

資本準備金

そ の 他
利益剰余金

繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 2,749,782 2,083,573 3,152,512 ― 7,985,868 7,985,868

当期変動額

新株の発行 1,433,416 1,433,416 2,866,832 2,866,832

当期純利益 1,240,538 1,240,538 1,240,538

自己株式の取得 △96 △96 △96

当期変動額合計 1,433,416 1,433,416 1,240,538 △96 4,107,274 4,107,274

当期末残高 4,183,198 3,516,989 4,393,050 △96 12,093,142 12,093,142

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております)
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

　１．有価証券の評価基準及び評価方法

　 その他有価証券

　 時価のないもの

　 移動平均法による原価法によっております。

　２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

（１）番組勘定

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）によっております。

（２）貯 蔵 品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）によっております。

　３. 固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。なお、建物（建物附属設備を除く）については

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物・・・・・15～50年

（２）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、ソフトウエアについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

（３）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま

す。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年８月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。
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　４．繰延資産の処理方法

株式交付費

　 支出時に全額費用処理しております。

　５. 引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

（２）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　６．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　 消費税等の会計処理

　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 457,059千円

２．関係会社に対する債権債務

　 関係会社に対する短期金銭債権 15,603千円

　 関係会社に対する短期金銭債務 2,644千円

３．取締役、監査役に対する金銭債務

　 金銭債務 10,510千円

（損益計算書に関する注記）

　関係会社との取引高

　 営業取引による取引高

売上高 204,455千円

売上原価・販売費及び一般管理費 20,954千円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）

　１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 3,599,258 14,203,574 ― 17,802,832

（変動事由の概要）
　 普通株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
　 ・平成25年12月16日付の株式分割（1：2）による増加 3,599,258株
　 ・平成26年３月11日付の公募増資による増加 1,380,000株

・平成26年４月８日付の第三者割当増資による増加 322,900株
　 ・平成26年８月１日付の株式分割（1：2）による増加 8,901,416株

　２．自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) ― 94 ― 94

（変動事由の概要）
　 普通株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

・単元未満株式の買取による増加 47株
・平成26年８月１日付の株式分割（1：2）による増加 47株

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

　 該当事項はありません。

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度

となるもの

平成26年11月21日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり提案して

おります。

① 配当金の総額 222,534千円

② 配当の原資 利益剰余金

③ １株当たり配当額 12円50銭

④ 基準日 平成26年８月31日

⑤ 効力発生日 平成26年11月25日
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（税効果会計に関する注記）

　１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 12,025千円

未払費用 88,450千円

退職給付引当金 11,931千円

繰越欠損金 124,290千円

その他 15,468千円

繰延税金資産小計 252,164千円

評価性引当額 △3,851千円

繰延税金資産合計 248,313千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった

主な項目別の内訳

法定実効税率 38.01％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.25％

住民税均等割 0.23％

評価性引当額の増減 △13.53％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.99％

その他 △0.07％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.88％

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日

に公布され、平成26年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課

されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税

金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年９月１日に開始する事業年度

に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01％から35.64％に変更

されております。

　 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が

16,512千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が16,512千円増加し

ております。
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（金融商品に関する注記）

　１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組指針

必要資金は通常の営業活動で獲得した資金から充当することを基本方針と

しており、借入については資金需要が発生する都度、検討することとして

おります。また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、取引

相手ごとに回収期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等によ

る回収懸念の早期把握をすることによってリスク低減を図っております。

投資有価証券は全て非上場株式であり、発行体の信用リスクに晒されてい

るため、定期的に発行体の財務状況等を把握しております。

　２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。

貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1)現金及び預金 4,794,736 4,794,736 ―

(2)売掛金 1,368,693 1,368,693 ―

資産計 6,163,429 6,163,429 ―

（注１）金融商品の時価の算定方法
資産
(１)現金及び預金、並びに(２)売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）

区分 平成26年８月31日

非上場株式 104,750

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であることから、時価開示の対
象としておりません。
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（関連当事者との取引に関する注記）

　１．親会社及び法人主要株主等

種類
会社等の
名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等
の所有又
は被所有
割合(%)

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社 ㈱ビックカメラ
東京都
豊島区

18,402
家電製品
等の販売

被所有
直接 62.58

当社番組
のスポン
サー契約

放送収入他 204,455 売掛金 15,603

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）放送収入他については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっておりま

す。

　２．役員及び個人主要株主等

種類
会社等の
名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等
の所有又
は被所有
割合(%)

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社の主要
株主が議決権
の過半数を所
有している会
社の子会社

㈱理論社
東京都
中央区

10 出版業 ―
資金貸
付契約
の締結

利息の受取 368 短期貸付金 25,000

未収収益 31

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）資金の貸付については、市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しており、返済条件は期間

１年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 679円29銭

２．１株当たり当期純利益金額 77円67銭

（注）当社は、平成25年12月16日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
また、平成26年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当
事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益金額を算定して
おります。

（重要な後発事象に関する注記）

　 該当事項はありません。

　
（その他の注記）

　 該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成26年10月14日

日本ＢＳ放送株式会社

　取締役会 御中

有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 原 田 誠 司 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 本 道 之 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本ＢＳ放送株式会

社の平成25年９月１日から平成26年８月31日までの第16期事業年度の計算書類、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ

の附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計

算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我

が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査

を実施することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠

を入手するための手続きが実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不

正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に

基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明

するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正

な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公

正妥当と認められる企業会計の基礎に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書

に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成25年９月１日から平成26年８月31日までの第16期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結

果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告

いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、

監査計画等に従い、取締役、内部監査室並びにその他の使用人等と意思疎通を図

り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な

会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財

産の状況を調査いたしました。

　また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要

なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す

る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システ

ム)について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査の実施基準に準拠

し、取締役及び使用人等からその構築及び運用状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書につい

て検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必

要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたし

ました。
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２．監査の結果

　（１）事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の

職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において

開示すべき重要な不備はない旨の報告を取締役等及び有限責任監査法人ト

ーマツから受けております。

　（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

　 平成26年10月21日

日本ＢＳ放送株式会社 監査役会

常勤監査役 伊藤 秀行 ㊞

監 査 役 竹内 宏二 ㊞

監 査 役 川村 仁志 ㊞

（注）監査役伊藤秀行及び監査役川村仁志は、会社法第２条第16号及び第335条第

３項に定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

　当社は、株主の皆様への適性な利益配当を最も重要な経営課題の一つと考えて

おります。財務体質の強化と内部保留の充実を考慮し、将来の事業拡大等を総合

的に勘案したうえで、長期にわたり安定した利益配当を継続していくことを利益

配当の基本方針としています。このような方針のもと、当期の期末配当につきま

しては、以下のとおり、１株につき12.5円といたしたいと存じます。

(1)配当財産の種類

　 金銭といたします。

(2)株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

　 当社普通株式1株につき12.5円といたしたいと存じます。

　 なお、この場合の配当総額は、222,534,225円となります。

(3)剰余金の配当が効力を生ずる日

　 平成26年11月25日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役７名選任の件

　本定時株主総会終結の時をもって、取締役７名全員は任期満了となります。つ

きましては、取締役７名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式の数

１
目時
め とき

　剛
つよし

(昭和32年１月13日生)

昭和54年４月 株式会社富士銀行（現株式会社み

ずほ銀行）入行

100株

平成17年３月 同行池袋支店長

平成19年９月 株式会社ビックカメラ総合企画本

部長兼開発部長

平成19年11月 当社取締役
平成19年11月 株式会社ビックカメラ常務取締役

総合企画本部長兼開発部長

平成20年８月 同社取締役

平成20年８月 当社代表取締役社長（現任）

平成22年12月 株式会社理論社代表取締役社長

平成23年９月 株式会社ビックカメラ取締役執行

役員

平成23年11月 株式会社理論社代表取締役会長

２
齋藤　知久
さいとう ともひさ

(昭和24年１月18日生)

昭和53年11月 小西六写真工業株式会社（現コニ

カミノルタ株式会社）入社

200株

平成12年６月 コニカマーケティング株式会社代

表取締役社長

平成15年６月 コニカミノルタホールディングス

株式会社執行役
平成16年６月 コニカミノルタフォトイメージン

グ株式会社常務取締役
平成17年４月 Konica Minolta Photo Imaging

U.S.A. Inc. 代表取締役社長

平成18年６月 コニカミノルタビジネステクノロ

ジーズ株式会社取締役

平成21年６月 株式会社ビックカメラ入社

平成21年６月 当社出向

平成21年６月 当社執行役員営業担当

平成21年９月 当社執行役員営業局長兼営業開発

部長

平成21年11月 当社取締役営業局長兼営業開発部

長

平成23年９月 当社取締役営業局長

平成25年６月 当社取締役副社長

平成26年９月 当社代表取締役副社長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式の数

３
二木　啓孝
ふたつき ひろたか

(昭和24年11月29日生)

昭和58年４月 株式会社日刊現代 編集局入社

200株

昭和60年４月 同社編集局ニュース編集部部長

平成18年６月 当社取締役

平成19年10月 当社取締役営業・編成・報道制作

担当兼編成部長

平成20年３月 当社取締役編成局長

平成21年９月 当社取締役編成・制作局長兼広報

企画部長

平成23年９月 当社取締役編成局長

平成24年７月 当社取締役編成局長兼編成マーケ

ティング部長
平成25年６月 当社取締役報道局長

平成26年10月 当社取締役報道局管掌（現任）

４
内田　克幸
う ち だ かつゆき

(昭和33年５月21日生)

昭和56年４月 西武都市開発株式会社入社

200株

平成８年７月 株式会社ソフマップ入社

平成13年５月 同社執行役員総合企画部長

平成15年５月 同社取締役デジタル商品本部長

平成19年５月 同社常務取締役経営企画部長

平成20年６月 株式会社ビックカメラ入社

平成20年８月 当社出向

平成20年８月 当社執行役員経営企画局長

平成20年11月 当社取締役経営企画局長（現任）

平成22年12月 株式会社理論社常務取締役

５
下野　芳裕
し も の よしひろ

(昭和30年９月30日生)

昭和54年４月 株式会社富士銀行(現株式会社み

ずほ銀行）入行

200株

平成15年10月 同行大宮支店長

平成18年７月 同行福岡支店付参事役（株式会社

東洋新薬出向）

平成19年８月 株式会社東洋新薬営業推進本部東

京営業第二部長

平成22年４月 株式会社東洋新薬執行役員営業推

進本部東京営業第四部長

平成24年７月 当社執行役員管理局長

平成24年11月 当社取締役管理局長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式の数

６
嶋田　史雄
しま だ ふみ お

(昭和18年11月27日生)

昭和37年４月 日本国有鉄道入社

-株

昭和62年４月 東日本旅客鉄道株式会社入社

平成８年７月 東日本旅客鉄道株式会社開発事業

本部担当部長

平成16年４月 株式会社ホテルメトロポリタン常

務取締役

平成16年６月 株式会社ジェイアール東日本住宅

開発代表取締役専務

平成19年７月 株式会社ビックカメラ執行役員開

発担当

平成19年11月 同社常務取締役

平成20年８月 同社常務取締役事業創造本部長兼

開発部長

平成21年11月 同社常務取締役事業開発室長

平成21年11月 当社取締役（現任）

平成23年11月 株式会社ビックカメラ顧問（現

任）

７
新井　良亮
あら い よしあき

(昭和21年９月１日生)

昭和41年４月 日本国有鉄道入社

200株

昭和62年４月 東日本旅客鉄道株式会社入社

平成９年10月 東日本旅客鉄道株式会社東京地域

本社事業部長

平成12年６月 同社取締役事業創造本部担当部長

平成14年６月 同社常務取締役事業創造本部副本

部長

平成21年６月 同社代表取締役副社長事業創造本

部長

平成23年６月 同社代表取締役副社長事業創造本

部長兼株式会社ルミネ代表取締役

社長

平成24年６月 株式会社ルミネ代表取締役社長

（現任）

平成25年11月 当社取締役（現任）

（注）1.上記候補者のうち、嶋田史雄氏は当社の親会社である株式会社ビックカメラの顧問を兼務し
ており、当社は同社との間で、当社番組のスポンサー契約を締結しております。
なお、その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.目時剛氏は過去５年間に当社の親会社である株式会社ビックカメラにおいて下記の通り業務
を執行しておりました。
平成21年11月 取締役
平成23年９月 取締役執行役員
平成24年６月 同退任

3.齋藤知久氏、内田克幸氏は、当社の親会社である株式会社ビックカメラを、平成24年８月に
それぞれ退職しております。

4.嶋田史雄氏は過去５年間に当社の親会社である株式会社ビックカメラにおいて下記の通り業
務を執行しておりました。
平成21年11月 常務取締役事業開発室長
平成23年11月 同退任

5.嶋田史雄氏及び新井良亮氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補
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者であります。
6.嶋田史雄氏は、社外取締役として公正かつ客観的な立場に立って適切な意見を頂いており、
今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、社外
取締役としての選任をお願いするものであります。

7.嶋田史雄氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって５年となります。
8.新井良亮氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに取締役会の意思決定に際し
て適切な意見を頂いており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願
いできるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。また、同氏
は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員の候補者
であります。

9.新井良亮氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって１年となります。
10.新井良亮氏は、株式会社ルミネの代表取締役社長を兼務しております。なお、当社と同社と

の間には重要な取引その他の関係はありません。
11.嶋田史雄氏及び新井良亮氏が選任された場合、当社定款の規定に基づき、当社は両氏との間

で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定
契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規
定する額とします。

第３号議案 監査役１名選任の件

　監査役会の一層の充実、監査体制の強化を図ることを目的に、監査役１名の増

員をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次の通りであります。

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式の数

小椋　英正
お ぐ ら ひでまさ

(昭和29年１月21日生)

昭和52年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀

行）入行

-株

平成９年５月 同行ニュービジネス審査室長

平成12年１月 同行神谷町支店長

平成14年４月 同行札幌支店長

平成15年５月 同行ビジネスソリューション部長

平成17年７月 みずほキャピタル株式会社常務取締役
平成21年９月 東京短資株式会社執行役員営業審査部長

（現任）
（注）1.上記候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.上記候補者は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
3.上記候補者は、改正会社法に定める社外監査役の要件を備えております。
4.上記候補者を社外監査役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験と経営全般の健全
性やコンプライアンス確保のための十分な見識を有しており、当社の経営を公正中立的な立
場から客観性をもって監査いただけるものと判断したためであります。

5.上記候補者につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、同取引所の定める独立役員と
して届け出る予定であります。

6.上記候補者が選任された場合、当社定款の規定に基づき、当社は同氏との間で、会社法第
427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結す
る予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とし
ます。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件

　補欠監査役 晴山英夫氏の選任決議が効力を有する期間は、会社法施行規則第96

条第３項の規定に基づき、本総会開始のときまでであり、法令に定める員数を欠

くことになる場合に備え、引き続き同氏を社外監査役の補欠の社外監査役として

選任をお願いするものであります。

　なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決

議によりその選任を取り消すことが出来るものとさせて頂きます。

　また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は次の通りであります。

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式の数

晴山　英夫
はるやま ひ で お

(昭和５年11月30日生)

昭和30年３月 オリエンタル写真工業株式会社入社

-株

昭和38年９月 オリエンタル写真商事株式会社入社

(移籍）

平成６年６月 同社代表取締役社長

平成７年４月 同社退社

平成７年12月 株式会社ビックカメラ入社

平成12年６月 株式東京サービスステーション代表取締役

社長

平成13年10月 同社相談役（現任）

平成15年２月 株式会社ビックカメラ監査役

平成17年６月 当社常勤監査役

平成24年11月 当社補欠監査役（現任）

（注）1.上記候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.上記候補者は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
3.上記候補者は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役として期
待しうる十分な資質を備えているものと判断し候補者としております。

以上
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神保町駅

竹橋駅竹橋駅

靖国通り

白
山
通
り

集英社集英社

城南信用金庫城南信用金庫

日本教育会館

(一ツ橋ホール)日本教育会館

(一ツ橋ホール)

共立女子大共立女子大 学士会館学士会館

交番交番

神田一橋中神田一橋中

東京パークタワー東京パークタワー

神保町
一丁目

税務署前一ツ橋

専大前

一ツ橋河岸

平川門竹橋

共立女子高共立女子高

パレスサイドビルパレスサイドビル

東京国立近代美術館東京国立近代美術館首都高速５号池袋線

首都高速都心環状線

皇居
丸紅
本社

●ファミリーマート●ファミリーマート

TKPガーデンシティ

竹橋

(住友商事竹橋ビル)

TKPガーデンシティ

竹橋

(住友商事竹橋ビル)

A1

A9

1b

株主総会会場ご案内図

　
会場：東京都千代田区一ツ橋１―２―２ 住友商事竹橋ビル11階

TKPガーデンシティ竹橋 ホール11A
　

　

(交通のご案内)
■東京メトロ 東西線 「竹橋駅」 【１ｂ】出口より徒歩３分
　

■東京メトロ 半蔵門線「神保町駅」
■都営地下鉄 三田線 「神保町駅」【Ａ１】【Ａ９】出口より徒歩８分
■都営地下鉄 新宿線 「神保町駅」
　

※ 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいま
すようお願い申し上げます。
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